
 

答  申  第  ８８  号    

（諮  問  第  ８６  号）   

令和３年（ 2021 年）１月 14 日  

 

 

鎌倉市教育委員会  

教育長  岩  岡  寛  人  様  

 

 

              鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会  

              会  長   嘉  藤   亮  

 

 

 

 令和元年（ 2019 年）６月 11 日付け鎌教委文施第 208 号で諮問のあ

った下記の事案について、別紙のとおり答申します。  

 

 

記  

 

 行政文書一部公開決定処分に対する審査請求について  
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１  審査会の結論  

 平成 30 年（ 2018 年）１月 15 日付けで審査請求人が行政文書公開

請求した「北鎌倉隧道緑の洞門  平成２６年７月２９日の文化財専

門委員会議事録概要」について、実施機関鎌倉市教育委員会が平成

30 年（ 2018 年）１月 22 日付けで行った行政文書一部公開決定処分

について、非公開とした情報のうち、別表に掲げる情報は公開するこ

とが妥当である。  

 

２  審査請求の主張の要旨  

 ⑴  本件審査請求の経緯  

   本件審査請求は、次のような経緯で行われた。  

  ア  行政文書公開請求書の提出  

 審査請求人は、平成 30 年（ 2018 年）１月 15 日付けで鎌倉市

情報公開条例（平成 13 年９月 28 日条例第４号。以下「条例」

という。）に基づき、実施機関鎌倉市教育委員会（以下「実施機

関」という。）に対し、「北鎌倉隧道緑の洞門  平成２６年７月２

９日の文化財専門委員会議事録概要」に係る行政文書公開請求

（以下「本件請求」という。）を行った。  

イ  本件処分について  

 実施機関は、平成 30 年（ 2018 年）１月 22 日付け鎌倉市教育

委員会指令文第 69 号で行政文書一部公開決定処分（以下「本件

処分」という。）を行った。  

  ウ  審査請求書の提出  

 審査請求人は、本件処分に対し、平成 30 年（ 2018 年）２月 14

日付けで審査請求を行った。  

 ⑵  審査請求の趣旨  

 審査請求に係る処分を取り消すとの裁決を求める。  

 ⑶  審査請求の理由要旨  

 審査請求人が平成 30 年（ 2018 年）２月 14 日付けで提出した審

査請求書、同年３月 29 日付けで提出した反論書、令和元年（ 2019

年）７月 25 日付けで提出した意見書及び令和２年８月 24 日実施

の口頭意見陳述における主張を総合すると、審査請求の理由は、大
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要次のとおりである。    

ア  実施機関による本件処分は、市民に対し、知る権利を保障し、

かつ、説明責任を果たすことの重要性にかんがみ、行政文書の公

開に関し必要な事項を定めること等により、市の保有する情報

の一層の公開を図り、もって市政の透明性を向上させ、市民参加

の下における公正で民主的な市政を推進することを規定する、

条例第１条に違反している。  

イ  文化財専門委員会（以下「委員会」という。）における鎌倉市

指定有形文化財（以下「文化財」という。）の指定についての協

議内容を公開することによって、率直な意見交換や意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれは少なく、また委員会での委

員会参加者の発言も、公開することにより市民の間に混乱を生

じさせるものではない。逆に非公開によって市民は知る権利を

奪われ、市民の間に無用の憶測や流言飛語が生まれ、混乱が生じ

ている。  

ウ  条例第６条による非公開情報があったとしても、公開するこ

とによって、広く市民の意見を文化財の指定理由に反映するこ

とができることから、「公益上特に必要があると認めるとき」に

該当し、当該行政文書を公開することができるとする、条例第８

条の規定を適用すべきである。  

 

３  実施機関の行政文書一部公開決定理由説明要旨  

 平成 30 年（ 2018 年）３月７日付けで提出された弁明書及び令和２

年（ 2020 年）８月 24 日実施の実施機関の口頭による決定理由説明を

総合すると、実施機関が行政文書一部公開決定処分とした根拠は、大

要次のとおりである。  

⑴   審査請求人の本件処分が条例第１条に違反するという主張に対

しては、指定する文化財名のみならず、その所有者、所在地、指

定する理由も公表していることから、指定に対する透明性も担保

しており、同条に抵触していない。  

⑵   委員会における文化財の指定についての協議内容は、公開する

と委員会参加者が自由かつ率直に意見交換をすることができず議

事を運営していくことが困難になるおそれがあり、また、その発

言を公開することにより、市民に不正確な理解や誤解を与え、混
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乱を生じさせるおそれがあることから、条例第６条第３号に該当

する。  

⑶   審査請求人は、条例第８条を適用し公開すべきと主張するが、

自由な意見交換を妨げてでも公開して得られる公共的利益は特に

ないため、「公益上特に必要があると認めるとき」にあたらず、条

例第８条を適用しなかった。  

 

４  審査会の判断  

  当審査会は、審査請求人の審査請求書、反論書、意見書及び口頭意

見陳述並びに実施機関からの弁明書及び決定理由説明聴取の結果に

基づき、次のように判断した。  

⑴   本件処分対象文書は平成 26 年（ 2014 年）７月 29 日に実施され

た平成 26 年度第２回文化財専門委員会の議事録である。  

   本件処分対象文書について、実施機関は条例第６条第３号に該

当するものとして一部公開決定を行っているため、この処分につ

いて、以下、検討する。  

 ⑵  条例第６条第３号該当性について  

ア  条例第６条第３号は、「実施機関（中略）内部又は相互間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であって、公開すること

により、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ

又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすお

それがあるもの」を非公開とする旨を規定している。  

イ  当審査会が本件対象文書を見分したところ、いずれも実施機

関の説明するとおり、有形文化財の指定に関して、各委員から

の専門的な発言内容の記載があり、本件対象文書を公にした場

合、所有者などの文化財関係者から、特定の委員個人に対する

批判が行われる等、圧力及び干渉を加えられる可能性があると

考えられる。そのため、今後の有形文化財の指定に係る審議の

際に、委員は具体的な発言をちゅうちょし、適切な判断をする

ことができなくなり、委員会において率直な意見の交換又は意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。

したがって、公正で中立な意思決定に支障を及ぼすおそれがあ

るとして、委員及び委員会の協議内容に係る事務局の発言内容
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並びに委員名を条例第６条第３号に該当し、非公開とした実施

機関の判断は妥当である。  

  ただし、別表に掲げる箇所については、会議の進行に関する

事項又は指定を受けた有形文化財として公にされている事項で

あることから、公開されたとしても、今後の有形文化財の指定

に係る審議に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないこと

から、公開すべきである。  

  

  審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の

判断に影響するものではない。  

 

以上により「１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

５  審査会の処理経過  

  当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。  
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（別表）  

【第３号該当】  

該当資料名称  

該当項目  
 

該当範囲  

平成２６年度  第２回文化財専門委員会議事概要  

４ページ  21 行目  すべて  

４ページ  22 行目  5 文字目から最後まで  

４ページ  23 行目  1 文字目から 26 文字目まで  

４ページ  25 行目  すべて  

４ページ  26 行目  5 文字目から最後まで  

４ページ  27 行目から 28 行目  すべて  

５ページ  15 行目  すべて  

５ページ  23 行目  1 文字目から４文字目まで  

５ページ  31 行目  すべて  

５ページ  34 行目  すべて  

６ページ  ５行目  5 文字目から最後まで  

６ページ  ９行目  1 文字目から４文字目まで  

６ページ  16 行目から 20 行目  すべて  
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（別紙）  

処  理  経  過   

年  月  日  内   容  

Ｈ  ３  ０  ／   １  ／  １  ５  行政文書公開請求書が提出される  

     １  ／  ２  ２  行政文書一部公開決定通知書送付  

 
    ２  ／  １  ４  

審査請求書が提出される（処分庁：文化財課  

審査庁：文化財施設課）  

     ３  ／   ７  処分庁が審査庁に弁明書を提出  

     ３  ／  ２  ９  審査請求人が審査庁に反論書を提出  

Ｈ  ３  １  ／   １  ／   ９  口頭意見陳述を実施  

Ｒ   １  ／   ６  ／  １  １  審査会に対し諮問  

  ２  ／   ８  ／  ２  ４  第 116 回審査会で審議  

    １  ０  ／  ２  ３  第 118 回審査会で審議  

    １  １  ／  ２  ０  第 119 回審査会で審議  

    １  ２  ／  １  ８  第 120 回審査会で審議  

  ３  ／   １  ／  １  ４  答申（答申第 88 号）  


